
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

平成２１年５月２５日現在 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究種目：基盤研究（C） 

研究期間：２００６年度～２００８年度 

課題番号：１８５２００１８ 

研究課題名（和文） 自己決定原理の理論的・実証的研究―医療従事者の自己決定を素材に―

研究課題名（英文） Theoretical and Practical  Research  on  Principles  of

Self-determination； Especially in the Case of Medical Profession 

  

研究代表者 

小柳 正弘（KOYANAGI MASAHIRO） 

琉球大学・法文学部・教授 

研究者番号：２０１８６８２８ 

 
 
研究成果の概要：この研究は、「自己決定」の原理を理論的かつ実証的に検討したものであり、

実証的には、医療従事者の自己決定認識に関して医師や看護師を対象にアンケート調査を行い、

理論的には、思想史における自己決定概念の系譜を探索するとともに自己決定の現状を批判的

に分析した。こうした調査・探索・分析が総合的にあきらかにしたのは、自己決定は、原理的

にいって、（他者をしりぞける）「「私」の自己決定」と（他者をとりこむ）「「私たち」の自己決

定」の両者が錯綜したものであるということであり、こうした考察をふまえて、私たち人間が

（「私」でも「私たち」でもあるという）社会的自我であることを、自己決定が有意義なもので

あるための前提となる自由の理念（「私-たち」の自由）として提起した。 
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研究分野：哲学・倫理学  
科研費の分科・細目：哲学・倫理学 
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１．研究開始当初の背景 
  こんにち、自己決定重視の原則は、現実社
会のさまざまな領域においてほとんど無批
判に主要な規範原理とされつつある。こうし
た状況は、いくらか単純化して言えば、平
等・自由な個人の「欲求の体系」としての近
代市民社会という理念をうつしだしたもの
である。 
 しかし他方で、そこにおいて私たちは、良
かれ悪しかれそうした近代市民社会の理念
そのままに生きているわけではないし、その

ような理念の帰結とされるさまざまな現実
を手放しでよろこばしいものとしているわ
けでもない。 
 もちろん、私たちは、なんらかの意味で「自
己決定」をおこなっている。自由のそうした
位相の抽出・検討は、伝統的に哲学的自由論
の主戦場である。近年でも、「合理的〈実践〉
能力の発揮による意志のコントロール」を
「責任に必要な自由」とする成田和信（『責
任と自由』勁草書房、2004 年）の著作などが
そうした系譜に属するものである。 



 他方、自己決定重視という社会的潮流に対
する哲学の立場からの批判的な検討もおこ
なわれるようになっている。たとえば、小松
美彦（『自己決定権は幻想である』洋泉社、
2004 年）は、脳死や臓器移植の問題を素材に
しつつ、自己決定権は「権利」としての資格
を欠いているのではないかという原理的な
考察をおこなっている。 
 たしかに、そもそも、複雑化する現代社会
にあっては、他者との一切のかかわりなしに
なされるような純粋無垢な自己決定は、選択
という意味でも能力という意味でもありえ
ない。私たちは、なんらかの意味で他者をふ
まえ、なんらかの意味で自己にかかわるもの
を取捨・選択して、自己決定をおこなわざる
をえない。これは、自己決定に付随する事実
というより、自己決定の原理にかかわる事柄
である。 
 こうした問題意識をふまえて、本研究があ
きらかにしたいと考えたのは、一言でいえば、
では、どのような意味で自己決定は有意義な
のかということであった。そのため、本研究
の焦点は、自己決定における自己と他者（も
しくは社会）とのかかわり、そこにおける自
己のありかた、自己決定の現実と理念、とい
った問題におかれた。 

また、自己決定の是非やそのありかた如何
といった、私たちが現に生きていることその
ものにかかわるような問題は、具体的な現実
とのかかわりで検討がおこなわれるべきだ
と考え、関連の研究者との連携のもと、医療
従事者を素材に選び、医療現場においてその
自己決定がどのような構造をもっているか
を実証的に調査することとした。医療従事者
の自己決定を素材に選んだのは、医療にかか
わる振る舞いは、インフォームド・コンセン
トの重要性が指摘されたり、パターナリズム
が批判されたりすることにも、端的に示され
ているように、患者という他者とのかかわり
でさまざまなありようをもちうるものであ
り、上記のような理論的な見通しの妥当性を
検討するのにふさわしいものだと考えられ
たからである。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、理論的には主として社会
的自我論に依拠しながら、また実証的には医
療従事者の自己決定認識を素材に、「自己決
定」はどのような原理をもっているのかを、
他者とのかかわりに主眼をおいて明らかに
することにあり、そうした検討をふまえて自
己決定重視原則を改編する具体的な方途や
それがよりどころとすべき新しい自由の理
念を構築することを目指した。 
 
 
 

３．研究の方法 
 理論的には、思想史において「自己決定」
概念の系譜と展開を探索するとともに、社会
的自我論の観点から自己決定の現状と課題
を分析した。 
 実証的には、医師および看護師が医療現場
においてどのようなかたちで自分なりの判
断や選択を行っているかについて、一般論と
いうかたちで医療従事者の認識をアンケー
トによって調査した（アンケートに先立って
聞き取りによる予備調査を行った）。 
 
４．研究成果 
（１）理論的研究について 
自己決定概念の系譜と展開の探索におい

ては、「自己が自己のことを決定する」とい
う自己決定が、「私が私のことを決定する」
という「「私」の自己決定」（たとえば「自己
決定権」）と「私たちが私たちのことを決定
する」という「「私たち」の自己決定」（たと
えば、人民を人民が人民のために支配すると
いう「民主主義」の理念）という二つの位相
をもち、その系譜は、たとえば、「私が決定
する」ことにかかわる自由が意志の自由とし
て、「私のことを決定する」ことにかかわる
自由が行為の自由として、主張されてきたと
考えることができるならば、古代にまでさか
のぼるものであることをあきらかにした。 

また、自己決定の現状については、強い個
人が私事について決定するという理念とは
裏腹に、その現実は、弱い個人が他者にもか
かわる事柄について決定せざるをえないと
いうところにあること、言い換えれば、「私」
の自己決定と「私たち」の自己決定の錯綜と
いう状況にあることを、法の領域での議論や
障害学の成果などをふまえて明らかにした。 
そのうえで、社会的自我論に依拠しながら、

パターナリズム論やステイク・ホルダー論を
援用することで、そうした錯綜を（たとえば、
「私たちが、私が私のことを決定するように、
私のことを決定する」とか「私が、私たちが
私たちのことを決定するように、私たちのこ
とを決定する」といったかたちで）肯定的に
とらえかえす方途を示唆した。 
（２）実証的研究について 

アンケート調査に先立ち、様々な属性の医
療従事者（医師３名、医学生１名、看護師４
名、看護師経験者１名）に対して、医療にか
かわるさい自身の行為がなんらかの意味で
自己決定という性格を持っているといえる
かについて、自己認識を中心に聞き取り調査
を行った。その結果、年齢、経験、職場によ
って、医療における自身の「自己決定」につ
いて対極的な認識や評価があること、自身の
医療へのかかわりかたが調査され評価され
ることには抵抗感があること、医療のありか
たについて一般論としてはそれぞれが一家



言あることなどが明らかになった。 
そこで、アンケート調査は、医療従事者の

自己決定のありかたのひととおりの標準的
なモデルを抽出するのではなく、自己決定の
ありうるパターンや考慮されうる要素をさ
まざまに探索することを目指すものとした。 

具体的には、医療従事者が医療にかかわる
さい、どのような要素を考慮に入れて自分な
りの判断や選択を行っていると思うかにつ
いて、医師と看護師（および参考のため医療
関係学生とその他の学生）に一般論として認
識を問うた（医師にも看護師にも、医師と看
護師の両者についてそれぞれがどうふるま
っていると思うかを問うた）。 

アンケート用紙は、いくつかの地域・機関
に属する医療従事者３２０名に送付し、１８
６名から回答を得た。 

その結果、医師や看護師には自分なりの判
断や選択が必要とされるという認識が医師
や看護師に広く共有されていることがあき
らかになった。また、統計的な分析を試みた
結果、「医師は医療にかかわる選択や決定に
おいて医師以外のスタッフの医療や疾病に
関する考えを考慮していない」ということを
医師は看護師や学生よりも強く認識してい
ることや、「看護師は患者の幸福を考慮する
ものである」ということを看護師や医療関係
学生は医師やその他の学生よりも強く認識
していることなどが示唆された。 

（３）まとめ 
実証的研究における調査結果は、医療の現

場においても、あるいは専門職においても、
自己決定の現状は、（他者をしりぞける）
「「私」の自己決定」と（他者をとりこむ）「「私
たち」の自己決定」の両者が錯綜したものだ
ということを示しており、これは、「自己決
定」の系譜と現状がそのようなものだという
（思想史や連携研究者との議論を通して導
き出された）本研究の理論的な考察の結論と
も一致している。 
以上のような検討は、自己決定の現状の改

編が目指されるならば、それは、私たち人間
が「私」でも「私たち」でもあるという社会
自我であるということをふまえてなされな
ければならないということを示唆している。
「私」でも「私たち」でもある、という私た
ちのありかたを「私-たち」と表記することに
すれば、自己決定が理念とすべきは「私－た
ち」の自由であり、それは、ある意味におい
て、自己決定の倫理とでもいうべきものであ
る。 
最終年度には、実証的研究における調査デ

ータのすべてと自己決定の系譜・展開・現
状・課題に関する理論的研究の主旨をまとめ
た冊子体の研究成果報告書を作成し、調査協
力者や関係の研究者に配布した。 
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